
義務 努力 任意
開始

年度

終了

年度
期間

1
第2期茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画

【子ども・子育て支援法（第61条）】
〇 2020 2024 5 こども政策課 1 幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援の推進

自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市こども政策審議会 有

HP

市政情報コーナー

課窓口

1年 毎年 複数部局にまたがる

2 ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業の指針 2006 - 社会教育課 4 ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業の推進
その他（進めるべき基

本的な考え方を規定）

ちがさき丸ごとふるさと発見博物

館事業検討委員会

(2011年8月で任期終了。役割を

終えたため休止中）

- - - - 複数部局にまたがる

3
史跡下寺尾官衙遺跡群保存活用計画

【文化財保護法第53条の2】
〇 2017 2036 20 社会教育課 4 国指定史跡下寺尾官衙遺跡群の保存活用の推進

その他（史跡の保存、

調査、整備普及への考

え方を規定）

茅ヶ崎市文化財保護審議会下寺尾

遺跡群等保存・活用部会

(専門的知見からの指導助言、審

議建議を行う)

- - - - 自課かいのみ

4
第3次茅ヶ崎市子ども読書活動推進計画

【子どもの読書活動の推進に関する法律（第9条）】
〇 2023 2027 5 図書館 1,4 子どもの読書活動を推進し子どもの健やかな成長に資する

自己評価と附属機関等

による評価

子ども読書活動推進連絡調整会議

及び図書館協議会
有

HP

市政情報コーナー

課窓口

1年 毎年 複数部局にまたがる

5
茅ヶ崎市教育基本計画

【教育基本法（第17条第2項）】
〇 2021 2030 10 教育総務課 1,4 教育行政の総合的、計画的、効果的な推進

自己評価と附属機関等

による評価
教育基本計画審議会 有

HP

市政情報コーナー

公共施設

課窓口

1年 毎年 複数部局にまたがる

6
茅ヶ崎市教育大綱

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３第１項】
〇 2021 2025 5 教育総務課 1,4 教育行政の総合的、計画的、効果的な推進 未実施 なし - - - - 複数部局にまたがる

7 茅ヶ崎市学校施設再整備基本計画 〇 2023 2032 10 教育施設課 1 学校施設の１０年間の再整備の方針や具体的な手法を示す 自己評価のみ 無 有

HP

冊子（教育委員会の

点検・評価）

5年 5年 所属部局のみ

8 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン 〇 2024 2030 7 文化推進課 4 文化生涯学習の支援・推進
自己評価と附属機関等

による評価
文化生涯学習プラン推進委員会 有

HP

市政情報コーナー

課窓口

3年

中間評価：2026

年度

期末評価：2029

年度

複数部局にまたがる

9
茅ヶ崎市ジェンダー平等推進計画

【男女共同参画社会基本法（第14条）】
〇 2023 2030 8 多様性社会推進課 4 人権が尊重された、ジェンダー平等社会の形成

自己評価と附属機関等

による評価

茅ヶ崎市ジェンダー平等推進計画

協議会
有

HP

市政情報コーナー
１年 毎年 複数部局にまたがる

10

みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン

（第4期茅ヶ崎市地域福祉計画・第6次茅ヶ崎市地域福祉活動計画・

第1期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計画）

【社会福祉法（第107条）】

〇 2021 2025 5 地域福祉課 3

住民を主人公として、地域と市、市社協など関係機関が互いに協

力して、地域福祉を推進していくという考え方を大切にして、誰

もが個人として尊重され、その人らしく暮らせるまちの実現を目

指す

自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市地域福祉推進委員会 有

HP

市政情報コーナー
5年 毎年 複数部局にまたがる

11

第3期茅ヶ崎市国民健康保険データヘルス計画

第4期茅ヶ崎市国民健康保険特定健康診査等実施計画

【高齢者の医療の確保に関する法律（第18条、第19条）】

〇 2024
2029

6 保険年金課 3 健康寿命の延伸・医療費の適正化のための健康づくりの推進
自己評価と附属機関等

による評価

茅ヶ崎市国民健康保険運営協議会

神奈川県国民健康保険団体連合会

有
HP

市政情報コーナー
6年

2026：中間評価

2029：実績評価
自課かいのみ

12 茅ヶ崎市避難行動要支援者支援計画（全体計画） 〇 2017 -

防災対策課

障がい福祉課

高齢福祉課

6

避難行動要支援者に対し、災害が発生し、または災害が発生する

おそれがある時に適切かつ迅速な避難支援ができるよう、基本的

な方針や対策等の必要な事項を定めるもの

未実施 無 - - - - 複数部局にまたがる

13
第9期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

【老人福祉法（第20条・介護保険法（第117条）】
〇 2024 2026 3 高齢福祉課 3

高齢者の生きがいづくり、生活支援等の対策及び介護保険事業の

適切な運営

自己評価と附属機関等

による評価

茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保

険事業計画推進委員会
有 HP

3年

（個別事

業報告は1

年）

毎年 複数部局にまたがる

14

第6期茅ヶ崎市障がい者保健福祉計画

【障害者基本法（第11条第3項）・障害者総合支援法（第88条）・

児童福祉法（第33条の20）】

〇 〇 2024
2026

（予定）
3 障がい福祉課 3 総合的な障がい者施策の推進

自己評価と附属機関等

による評価
障害者保健福祉計画推進委員会 有

HP

市政情報コーナー
1年 毎年 複数部局にまたがる

15
茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策行動計画（改訂版）【新型イン

フルエンザ等対策特別措置法（第8条）】
〇 2017 - 保健企画課 3

茅ヶ崎市域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関

する事項、各発生段階における本市が実施する措置等を示すもの
未実施 無 - - - - 複数部局にまたがる

16
いのち支えるちがさき自殺対策計画

【自殺対策基本法（第13条）】
〇 2024

2028

（予定）
5 保健予防課 3

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、庁

内・関係機関と連携を図り、自殺対策を推進する

自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市自殺対策計画推進委員会 有

HP

市政情報コーナー
5年 3年目に中間評価 複数部局にまたがる

17
茅ヶ崎市食品衛生監視指導計画

【食品衛生法（第24条）】
〇 〇 2024 2024 1 衛生課 3

食品衛生法の規定に基づき毎年度策定が必須の計画で、本計画に

基づき監視指導等を行うことで、飲食に起因する衛生上の危害の

発生を防止し、食の安全・安心の確保を図る

自己評価のみ 無 有

HP

市政情報コーナー

課窓口

1年 毎年 自課かいのみ

18
第3次茅ヶ崎市食育推進計画

【食育基本法（第10条・第18条）】
〇 〇 2021 2030 10 健康増進課 3 健康な心身を培い、豊かな人間性を育む食育を推進

自己評価と附属機関等

による評価
食育健康づくり推進委員会 有

HP

市政情報コーナー
1年 毎年 複数部局にまたがる

19
第2次茅ヶ崎市健康増進計画

【健康増進法（第3条・第8条）】
〇 〇 2021 2030 10 健康増進課 3 一次予防に重点をおいた、健康づくりの推進

自己評価と附属機関等

による評価
食育健康づくり推進委員会 有

HP

市政情報コーナー
1年 毎年 複数部局にまたがる

評価の

タイミング
評価結果公表の方法

計画事項の所管

課かいの状況

茅ヶ崎市総合計

画の政策目標

（※１）

計画の目的 計画の進捗と評価方法
計画の進捗の評価を行う

附属機関等の名称

評価結果

公表の有

無

評価の

対象期間
担当課かい

整理

番号

名称

【法定計画の場合の根拠法】

法廷計画

策定

計画期間

茅ヶ崎市における個別計画の状況（２０２４年１２月１日現在） ・個別計画：９４計画（うち評価を実施している計画：５０計画）



義務 努力 任意
開始

年度

終了

年度
期間

評価の

タイミング
評価結果公表の方法

計画事項の所管

課かいの状況

茅ヶ崎市総合計

画の政策目標

（※１）

計画の目的 計画の進捗と評価方法
計画の進捗の評価を行う

附属機関等の名称

評価結果

公表の有

無

評価の

対象期間
担当課かい

整理

番号

名称

【法定計画の場合の根拠法】

法廷計画

策定

計画期間

20
第2次茅ヶ崎市歯及び口腔の健康づくり推進計画

【茅ヶ崎市歯及び口腔の健康づくりの推進に関する条例（第8条）】
〇 〇 2021 2030 10 健康増進課 3 歯及び口腔の健康づくりから全身の健康保持を推進

自己評価と附属機関等

による評価
食育健康づくり推進委員会 有

HP

市政情報コーナー
1年 毎年 複数部局にまたがる

21

茅ヶ崎市環境基本計画

【地球温暖化対策の推進に関する法律（第21条）・気候変動適応法

（第12条）】

〇 〇 2021 2030 10 環境政策課 5 環境の保全及び創造に関する施策の推進
自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市環境審議会 有

HP

市政情報コーナー

課窓口

1年 毎年 複数部局にまたがる

22

「C-EMS」を通じた市役所温暖化対策～地球温暖化対策実行計画

（事務事業編）～

【地球温暖化対策の推進に関する法律（第21条）】

〇 2021 2030 10 環境政策課 5 本市の事務事業から排出される温室効果ガス排出量の抑制
自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市環境審議会 有

HP

市政情報コーナー

課窓口

1年 毎年 複数部局にまたがる

23
茅ヶ崎市一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画（一部改訂）

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律（第6条）】
〇 〇 2013 2024 12 資源循環課 5 資源循環型まちづくりの推進

自己評価と附属機関等

による評価
廃棄物減量等推進審議会 有

HP

市政情報コーナー
1年 毎年 複数部局にまたがる

24
茅ヶ崎市一般廃棄物処理実施計画

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（第1条の三）】
〇 2023 2023 1 資源循環課 5 ごみの適正処理 未実施 無 - - - - 複数部局にまたがる

25

茅ヶ崎市分別収集計画

【容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（第8

条）】

〇 2024 2028 5 資源循環課 5 容器包装に係る分別収集と再商品化を促進 未実施 なし - - - - 所属部局のみ

26 湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画（改定） 〇 2022 2036 15 資源循環課 5 広域の効率的なごみ処理と資源循環型社会の形成 自己評価のみ 無 有
HP

市政情報コーナー
5年 5年毎 複数部局にまたがる

27 茅ヶ崎市災害廃棄物処理計画 〇 2019 - 資源循環課 6 災害廃棄物の適正処理 未実施 無 - - - - 複数部局にまたがる

28
茅ヶ崎市一般廃棄物処理基本計画

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律（第6条）】
〇 〇 2025 2034 10 資源循環課 5 ごみの適正処理

自己評価と附属機関等

による評価
廃棄物減量等推進審議会 有

HP

市政情報コーナー
１年 毎年度 複数部局にまたがる

29
第11次茅ヶ崎市交通安全計画

【交通安全対策基本法（第26条）】
〇 〇 2023 2025 3 安全対策課 6 交通安全の推進

自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市交通安全対策協議会 有 課窓口 1年 毎年 複数部局にまたがる

30
風水害対策計画、特殊災害対策計画

【災害対策基本法（第42条）】
〇 2021 - 防災対策課 6 地域に係る災害より、市民の生命、身体及び財産を守る

その他（非常時の体制

整備や役割を規定）
茅ヶ崎市防災会議 有

HP

市政情報コーナー
1年 毎年 複数部局にまたがる

31
茅ヶ崎市地域防災計画　風水害対策計画・特殊災害対策計画

【災害対策基本法（第42条）】
〇 2021 - 防災対策課 6 地域に係る災害より、市民の生命、身体及び財産を守る

その他（非常時の体制

整備や役割を規定）
茅ヶ崎市防災会議 有

HP

市政情報コーナー
1年 毎年 複数部局にまたがる

32

茅ヶ崎市国民保護計画

【武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（国民保護法）（第35条）】

〇 2015 - 防災対策課 6 国民保護措置の的確かつ迅速な実施
その他（非常時の体制

整備や役割を規定）
国民保護協議会 有

HP

市政情報コーナー
1年 毎年 複数部局にまたがる

33 茅ヶ崎市業務継続計画（震災編） 2016 - 防災対策課 6
大規模な地震災害発生時における市の適切な業務執行（業務継続

力）の向上を図る

その他（非常時の体制

整備や役割を規定）
無 無 - - - 複数部局にまたがる

34
茅ヶ崎市消防計画

【災害対策基本法（第42条）】
〇 〇 1996 - 警防救命課 6 あらゆる災害に対し、鎮圧、被害拡大の防止を図る

その他（非常時の体制

や役割を規定）
無 無 - - - 所属部局のみ

35
茅ヶ崎市低炭素まちづくり計画

【都市の低炭素化の促進に関する法律（第7条）】
〇 2015 2050 36 都市計画課 2,5,7 都市の低炭素化に資する施策・事業の推進 自己評価のみ 無 有 HP 概ね5年 2025年度 複数部局にまたがる

36
ちがさき都市マスタープラン

【都市計画法（第18条の2）】
〇 2019 2028 10 都市政策課 5,6,7 将来像に向けた総合的なまちづくりの推進

自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市都市計画審議会 有 HP 概ね5年 2028年度 複数部局にまたがる

37 第２次ちがさき自転車プラン 2014
2024

（予定）
10 都市政策課 7 「人と環境にやさしい自転車のまち茅ヶ崎」の実現

自己評価と附属機関等

による評価
ちがさき自転車プラン推進委員会 有 HP 概ね5年 2023年度 複数部局にまたがる

38 茅ヶ崎市住まいづくりアクションプラン 2024 2033 10 都市政策課 5
湘南茅ヶ崎らしい様々なライフステージに応じた住まい方ができ

るまちづくりの推進

自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会 有 HP 2年以内、7年以内、10年以内2025年度、2030年度、2033年度複数部局にまたがる

39
茅ヶ崎市空家等対策計画

【空家等対策の推進に関する特別措置法（第7条)】
〇 2023 2032 10 都市政策課 5 空家等の発生予防・適切な管理の促進・利活用の促進

自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市空家等対策推進協議会 有 HP 2023年度～2032年度2032年度 複数部局にまたがる

40

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想

【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（第25

条）】

〇 2023 2032 10 都市政策課 6 バリアフリーの一体的な整備を推進するため
自己評価と附属機関等

による評価

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推

進協議会
有 HP 2023年度～2032年度2024年度、2027年度、2032年度複数部局にまたがる

41
茅ヶ崎市森林整備計画

【森林法（第10条）】
〇 2023 2033 10 景観みどり課 5 林業における森林整備の基本的事項を定める

その他（整備における

基本的な考え方を規

定）

無 無 - - - 自課かいのみ

42
茅ヶ崎市景観計画

【景観法（第8条）】
〇 2018 2027 10 景観みどり課 5 市民・事業者・行政の連携による景観まちづくり

自己評価と附属機関等

による評価
景観まちづくり審議会 有 HP 5年

前期（5か年）

後期（5か年）
複数部局にまたがる
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43
茅ヶ崎市みどりの基本計画

【都市緑地法（第4条）】
〇 2019 2028 10 景観みどり課 5 緑地の適正な保全及び緑化の推進

自己評価と附属機関等

による評価
みどり審議会 有 HP 5年

前期（5か年）

後期（5か年）
複数部局にまたがる

44
 生物多様性ちがさき戦略

【生物多様性基本法（第１３条）】
〇 2019 2028 10 景観みどり課 5 生物の多様性の保全及び持続可能な利用

自己評価と附属機関等

による評価
みどり審議会 有 HP 5年

前期（5か年）

後期（5か年）
複数部局にまたがる

45
茅ヶ崎市耐震改修促進計画

【建築物の耐震改修の促進に関する法律（第6条）】
〇 2008 2030 23 建築指導課 6 旧耐震基準建築物の耐震化 自己評価のみ 無 有

HP

市政情報コーナー

課窓口

2023年度～2030年度中間・終了時 自課かいのみ

46 茅ヶ崎市幹線道路維持保全計画 2015 - 道路建設課 6,7
幹線道路の舗装や道路付属施設等の維持管理を効率的・効果的に

進める
自己評価のみ 無 無 - - - 複数部局にまたがる

47 茅ヶ崎市道路整備プログラム 〇 2011 2030 10 道路建設課 6,7 都市計画道路・幹線市道の整備を計画的に進めていく
自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市都市計画審議会 有

HP

市政情報コーナー

課窓口

10年

中間年度（中間

評価）

最終前年度から

最終年度（最終

評価）

自課かいのみ

48 茅ヶ崎市橋りょう等長寿命化修繕計画 2013 - 道路建設課 6,7 橋りょう等を効果的・効率的・継続的に維持管理していく 自己評価のみ 無 有
HP

市政情報コーナー
- - 所属部局のみ

49 中央公園再整備計画 2016 - 公園緑地課 5 開設後30年が経過した中央公園の再整備を推進
その他（整備の基本的

な考え方を規定）
無 無 - - - 自課かいのみ

50 茅ヶ崎市公園施設長寿命化計画 〇 2021 2030 10 公園緑地課 5
公園施設の計画的な維持管理および安全性の確保・ライフサイク

ルコストの縮減
その他 無 無 - - - 自課かいのみ

51 茅ヶ崎市公共下水道事業経営戦略 2019 2030 12 下水道河川総務課 6 経営基盤強化と財政マネジメントの向上
自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市下水道運営審議会 有 HP 5年 6年 所属部局のみ

52 茅ヶ崎市下水道整備方針 2008 2023 22 下水道河川建設課 5,6 下水道整備の総合的な方針
その他（整備の基本的

な考え方を規定）
無 無 - 10年 - 自課かいのみ

53 茅ヶ崎市千ノ川整備実施計画 2011 2031 21 下水道河川建設課 5,6 準用河川千ノ川の整備の推進 その他 策定時のみ委員会を設置 無 - - - 自課かいのみ

54 茅ヶ崎市公共下水道管路施設長寿命化基本計画 〇 2011 2028 17 下水道河川管理課 5,6
下水道管路施設を効率的・効果的に維持管理していくことを目的

に計画を策定
未実施 無 - - - - 自課かいのみ

55 茅ヶ崎市公共下水道施設維持管理計画 〇 2017 - 下水道河川管理課 5,6
市民が安心して利用できる下水道をいつまでも維持するためにス

トックマネジメント手法を導入した計画として策定
未実施 無 - - - - 自課かいのみ

56 茅ヶ崎海岸グランドプラン 2007 - 拠点整備課 2 茅ヶ崎海岸の新たな土地利用と再整備を推進
その他（整備の基本的

な考え方を規定）
無 無 - - - 複数部局にまたがる

57 茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業計画 2008 - 拠点整備課 2
茅ヶ崎海岸グランドプランの将来像実現のための具体的な事業整

備計画

その他（整備の基本的

な考え方を規定）
無 無 - - - 複数部局にまたがる

58 茅ヶ崎市観光振興ビジョン 〇 〇 2015 2023 9 産業観光課 2

「さがみ縦貫道路」等によるインフラの充実を、さらなるまちの

発展の契機と据え、観光振興の推進と地域経済の活性化を図るた

めの計画

その他 無 無 - - - 複数部局にまたがる

59 茅ヶ崎市道の駅基本計画 2016 - 産業観光課 2
まちの活力、まちのにぎわいにつながる道の駅の整備を推進する

ための計画

その他（施設整備の基

本的な考え方を規定）
無 無 - - - 自課かいのみ

60
茅ヶ崎市農業振興地域整備計画

【農業振興地域の整備に関する法律（第8条）】
〇 1973 - 農業水産課 2

農業振興を図ることが必要であると認められる地域について、必

要な施策を計画的に推進

その他（整備の基本的

な考え方を規定）
無 無 - - - 複数部局にまたがる

61
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

【農業経営基盤強化促進法（第6条）】
〇 2010 - 農業水産課 2

将来の農業経営の発展目標を明らかにし、効率的・安定的な農業

経営を目指す

その他（整備の基本的

な考え方を規定）
無 無 - - - 複数部局にまたがる

62 柳島向河原地区土地利用基本計画 〇 2011 - 農業水産課 2 柳島向河原地区の土地利用の基本的な考え方を定める
その他（整備の基本的

な考え方を規定）
無 無 - - - 複数部局にまたがる

63 茅ヶ崎漁港機能保全計画 〇 2014 - 農業水産課 2
漁港の今後50年間のライフサイクルコストの縮減、既存施設の長

寿命化を図る

その他（整備の基本的

な考え方を規定）
無 無 - - - 自課かいのみ

64 茅ヶ崎市辻堂駅西口周辺地区まちづくり基本計画 2005 2034 30 拠点整備課 7 辻堂駅西口周辺地区のまちづくりの推進
その他（整備の基本的

な考え方を規定）
策定時のみ委員会を設置 無 - - - 自課かいのみ
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65 辻堂駅西口重点整備地区整備計画 2006 2034 29 拠点整備課 7 辻堂駅西口周辺地区のまちづくりの推進
その他（整備の基本的

な考え方を規定）
無 無 - - - 自課かいのみ

66 香川まちづくり基本計画 2005 - 20 拠点整備課 7 香川駅周辺地区のまちづくりの推進
その他（整備の基本的

な考え方を規定）
策定時のみ委員会を設置 無 - - - 自課かいのみ

67 香川駅周辺地区まちづくり整備計画 2007 - 20 拠点整備課 7 香川駅周辺地区のまちづくりの推進
その他（整備の基本的

な考え方を規定）
無 無 - - - 自課かいのみ

68 浜見平地区まちづくり計画 2008 2024 17 拠点整備課 7 浜見平地区のまちづくりの推進
その他（整備の基本的

な考え方を規定）
無 無 - - - 自課かいのみ

69 浜見平地区まちづくり整備実施計画 2010 2024 15 拠点整備課 7 浜見平地区のまちづくりの推進
その他（整備の基本的

な考え方を規定）
策定時のみ委員会を設置 無 - - - 自課かいのみ

70
農地等の利用の最適化の推進に関する指針

【農業委員会等に関する法律（第7条）】
〇 2017 - 農業委員会事務局 2 農地等の利用の最適化の推進 自己評価のみ 無 有

HP

市政情報コーナー
3年 毎年 複数部局にまたがる

71 茅ヶ崎市総合計画 2021 2030 10 総合政策課 将来像実現のための総合的な計画
自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市総合計画審議会 有

HP

市政情報コーナー

課窓口

5年 中間、期末 複数部局にまたがる

72 茅ヶ崎市実施計画2025 2023 2025 3 総合政策課 行政経営 総合計画に定めた将来の都市像を実現するための実行計画
自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市総合計画審議会 有

HP

市政情報コーナー

課窓口

3年 2025年度 複数部局にまたがる

73 茅ヶ崎市国土強靭化地域計画 〇 2023 2030 8 総合政策課 地域の強靭化に関する指針
自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市総合計画審議会 無 - 8年 2030年度 複数部局にまたがる

74
茅ヶ崎市デジタル田園都市構想総合戦略

【まち・ひと・しごと創生法（第10条）】
〇 2024 2028 5 総合政策課 行政経営 地方創生の取り組みの指針とする計画

自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市総合計画審議会 無 - 5年 2028年度 複数部局にまたがる

75 茅ヶ崎市公共建築物中長期保全計画 2011 2024 20 資産経営課 行政経営 公共建築物の予防保全を計画的かつ効率的に推進
その他（施設整備の基

本的な考え方を規定）
無 - - - - 複数部局にまたがる

76 茅ヶ崎市行政拠点地区再整備基本構想 2009 2028 20 資産経営課 行政経営 公共施設の再整備を計画的かつ効率的に推進
その他（施設整備の基

本的な考え方を規定）
無 - - - - 複数部局にまたがる

77 公共施設整備・再編計画（改訂版） 2008 2024 17 資産経営課 行政経営 公共施設の再整備を計画的かつ効率的に推進
その他（施設整備の基

本的な考え方を規定）
無 - - - - 複数部局にまたがる

78 茅ヶ崎市公共施設等総合管理計画 2016 2055 40 資産経営課 行政経営 公共施設の再整備を計画的かつ効率的に推進
その他（施設整備の基

本的な考え方を規定）
無 - - - - 複数部局にまたがる

79

第２次茅ヶ崎市職員の子育て支援行動計画及び茅ヶ崎市における女

性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画【次世代育成支援

対策推進法（第8条）、女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（第15条）】

〇 2021 2025 5 職員課 行政経営

・子育てをしやすい職場環境づくりの推進及び職員のワーク・ラ

イフ・バランスを図ること。

・女性職員が自らの意思によって職業生活を営み、営もうとする

女性職員の個性と能力が十分に発揮できるようにすること

自己評価のみ 無 有 HP 1年毎 1年毎 複数部局にまたがる

80
茅ヶ崎市職員の心の健康づくり計画【労働安全衛生法（第69条,第70

条2-1）】
〇 2023 2025 3 職員課 行政経営 職員の心の健康づくりと活気ある職場づくりの推進

その他（メンタルヘル

ス対策の基本的な考え

方を規定）

無 - - - - 複数部局にまたがる

81
茅ヶ崎市における障害者活躍推進計画

【障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3】
〇 2020 2024 5 職員課 行政経営

障害のある職員の活躍の一層の推進と、法定雇用率達成に向けた

雇用の促進
自己評価のみ 無 有 HP 1年毎 1年毎 複数部局にまたがる

82 茅ヶ崎市自治基本条例推進方針 2021 2024 4 行政総務課 行政経営 自治基本条例の定着と安定的な運用 自己評価のみ 無 有
HP

市政情報コーナー
4年 毎年 複数部局にまたがる

83 ちがさき下水道ビジョン 2023 - 下水道河川建設課 5,6

茅ヶ崎市下水道整備方針、茅ヶ崎市下水道整備計画を統合し、ち

がさき下水道ビジョンへ改定。下水道の整備や維持管理等の方向

性を示す。

未実施 茅ヶ崎市下水道運営審議会 - - - - 所属部局のみ

84 茅ヶ崎市行財政経営改善戦略 〇 〇 2023 2025 3 行政改革推進課 行政経営

まちの魅力を維持・向上するため、組織、プロセス、風土・文化

を変革し、業務改革、意識改革に挑み続けることで、茅ヶ崎市の

さらなる発展を目指す。

自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市行政改革推進委員会 有 HP ３年 毎年 複数部局にまたがる

85
茅ヶ崎市立病院経営計画

（公?病院経営強化プラン）
〇 2024 2027 5 病院経営企画課 3,行政経営

持続可能な地域医療提供体制を確保するための市立病院の経営強

化

自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市病院事業経営審議会 有 HP 4年 中間、期末 所属部局のみ
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86 茅ヶ崎市業務継続計画(感染症編) 〇 2025 -

企画政策部

防災対策課

保健企画課

6

新型インフルエンザ等の全国的かつ急速なまん延のおそれがある

感染症が発生した際の優先業務の特定、業務の執行体制及び手順

並びに資源の確保を定め、円滑な対応や行動の選択を可能にし、

非常時における市民生活を守る

その他（新型インフル

エンザ等の全国的かつ

急速なまん延のおそれ

がある感染症が発生し

た際の優先業務の特

定、業務の執行体制及

び手順並びに資源の確

保を定める）

無 - 複数部局にまたがる

87
茅ヶ崎市地域公共交通計画【地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律（第5条）】
〇 2024 2028 5 都市政策課 7

公共交通、自転車、徒歩を中心とした誰もが気兼ねなくおでかけ

できるまちづくりの実現

自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市地域公共交通会議 有 HP 5年 2028年度 複数部局にまたがる

88 第３次ちがさき自転車プラン(自転車活用推進計画) 〇 〇 2025
2034

(予定)
10 都市政策課 7 自転車を活用したまちづくりの推進

自己評価と附属機関等

による評価
ちがさき自転車プラン推進委員会 有 HP 概ね5年 2029年度 複数部局にまたがる

89 湘南東ブロックし尿処理広域化方針 〇 2023 - 環境保全課 5
湘南東ブロック内のし尿処理施設の老朽化等の課題解決を目的と

した、し尿処理広域化の方針
自己評価のみ 無 - - - - 自課かいのみ

90

茅ヶ崎市感染症予防計画

【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（第１

０条）】

〇 2024 - 保健予防課 3

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、平時から感染症の

予防のための施策を計画的に講ずることで感染症の発生の予防及

びまん延の防止を推進する。

自己評価のみ 無 有 HP １年 毎年 複数部局にまたがる

91

（仮称）史跡下寺尾西方遺跡保存活用計画

【文化財保護法第53条の2】 〇 〇 2026 - 社会教育課 4 国指定史跡西方遺跡の保存活用の推進

その他（史跡の保存、

調査、整備普及への考

え方を規定）

茅ケ崎市文化財保護審議会下寺尾

遺跡群保存・活用部会（専門的知

見からの指導助言、審議建議を行

う）

- - - - 自課かいのみ

92 茅ヶ崎市公共施設等個別施設計画 2024 2055 32 資産経営課 行政経営 公共施設の予防保全及び再整備を計画的かつ効率的に推進
その他（施設整備の基

本的な考え方を規定）
無 - - - - 複数部局にまたがる

93 茅ヶ崎市営住宅等総合活用計画 〇 2023 2032 10 建築課 行政経営

市営住宅ストックの適切なマネジメントの実施、市営住宅の役割

やあり方を考慮した上での団地別・住棟別の活用方針、長寿命化

に資する予防保全的な管理改善やライフサイクルコストの縮減等

の検証

自己評価と附属機関等

による評価
茅ヶ崎市営住宅運営審議会 有 HP 10年 10年 複数部局にまたがる

94
茅ヶ崎市デジタル化推進方針【官民データ活用推進基本法(第9条第3

項)】
〇 2023 2025 3 デジタル推進課 行政経営

デジタル技術の活用を推進し、あらゆる分野における創造的かつ

活力がある発展が可能となるデジタル社会の実現

その他（毎年度全庁的

に取組結果を照会し、

その結果を取りまとめ

る。その後、外部有識

者により評価を実

施。）

無 有 HP 1年 毎年 複数部局にまたがる

※１ 茅ヶ崎市総合計画の政策目標

「1：子どもが希望を持って健やかに成長し、次代を担うひとが育つまち」、「2：地域が活力にあふれ、交流とにぎわいのあるまち」、「3：共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち」、「4：誰もがいつでも学べ、生きがいを持って自分らしく暮らすまち」、「5：豊かな自然と共存し、心地よい生活環境のあるまち」、

「6：安全で安心して暮らせる、強くしなやかなまち」、「7：利便性が高く、魅力的な都市空間が整うまち」、「行政経営：将来都市像の実現に向けた行政経営」


